
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  同族会社の社債利子                    

Ｑ：平成26年度の税制改正で、いわゆる少

人数私募債の利子の取扱いが変わるようです

が、どのようになりそうですか？ 

                                              

Ａ：平成27年12月31日以前に同族会社が発

行した社債等の利子は申告分離課税とされて

いたものが、総合課税となります。 

【解説】 

平成25年度の税制改正では、公社債等のう

ち、平成28年１月１日以後に支払いを受ける

べき公社債等を「特定公社債等」、それ以外

を「一般公社債等」として区分され、一般公

社債等に係る利子等については源泉分離課税、

特定公社債等のうち同族会社が発行した社債、

いわゆる少人数私募債に係る利子等について

は総合課税の対象になることとなっていまし

た。そして、平成27年12月31日以前に発行し

た公社債を特定社債等とし、平成28年１月１

日以後に発行した公社債等を一般公社債等と

していました。つまり、平成28年以後に支払

いを受ける少人数私募債に係る利子等であっ

ても、平成27年12月31日までに発行したもの

であれば申告分離課税の対象になるはずだっ

たのですが、平成26年度の税制改正では、こ

の特定公社債の対象となる平成27年以前に発

行された公社債の範囲から、同族会社が発行

した社債を除外することとされましたので、

平成28年以後は、平成27年以前に発行したも

のであっても総合課税の対象に取り込まれる

ことになります。 
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